
番号 　資料名称、ページ・行等 質問内容 回答

1

仕様書
４　業務内容

（１）コンフォー
タブルステイゾー
ンにおけるリゾー
ト感を感じること
のできる日よけ環
境の整備・提供業

務

「リゾート感を感じることのできる設
備・備品等を１日におおよそ200人程度
が使用できるよう設置・整備し、来場者
に供すること。」の200人とは、「コン
フォータブルステイゾーン」のキャパシ
ティを意味するのか、或いはイスや
「ビーチベッドや浮き輪」などの貸出延
数を含む対応人数を指すのか。

１日累計での対応人数を指します。

2

仕様書
４　業務内容

（１）コンフォー
タブルステイゾー
ンにおけるリゾー
ト感を感じること
のできる日よけ環
境の整備・提供業

務

日よけの紫外線カット率の度合い、設置
物の強度については受託者任意でよろし
いでしょうか。また広さは200人以上収
容とございますが、1人当たり何平米を
想定されていらっしゃいますか。

紫外線カット率及び設置物の強度につ
いての指定はありません。また、Ｑ１
の回答のとおり、累計での対応人数を
想定しており、１人当たり平米数の想
定はありません。

3

仕様書
４　業務内容

（２）賑わい創出
イベント等の企
画・運営業務
ア（ウ）

「概ね50人以上の来場者」は、実施する
各イベントの来場者がそれぞれ50人とい
うことか。

お見込みのとおりです。

4

仕様書
４　業務内容

（２）賑わい創出
イベント等の企
画・運営業務
ア（エ）

「上記（ア）～（ウ）のイベント等のう
ち、計６回以上は地元の団体や三浦海岸
海水浴場に親和性のある事業者等と連携
したイベント」とあるが、「地元」とは
三浦市に限定されるか、或いは近隣市町
も含まれるか。「横浜市、川崎市、横須
賀市」は含まれるか。
・計6回以上」とは同じ事業者が複数回
実施も可能か。

地元の団体については、三浦市に限定
します。
親和性のある事業者等については、地
域を限定しません。
また、同じ事業者が複数回実施するこ
とも可です。

5

仕様書
４　業務内容

（２）賑わい創出
イベント等の企
画・運営業務
ア（エ）

「朝日放送テレビ株式会社や寄附事業者
と連携を図り、取組の実現に努めるこ
と」とあるが、何らかの費用負担や業務
の負担も受託者が負担するのか。

例えば寄附事業者の取組が企図された
際に、受託者が行う取組との間で日程
や場所の調整を図る、受託者が行う広
報・プロモーションの中で寄附事業者
の取組を広報する、等の業務を想定し
ています。

6

仕様書
４　業務内容
（４）その他

エ

「区域内での物品販売やレンタル業務
等」とあるが、フード＆飲料の販売は可
能か。

フード＆飲料については、別途実施す
る（仮称）三浦海岸ビーチマルシェ
（仕様書p.６に記載）の会場にて販売
される予定のため、不可とします。
なお、本業務の受託者が（仮称）三浦
海岸ビーチマルシェに別途出店申込す
ることは可能です。（申し込み期間は
３月中から４月上旬までを予定してい
ます。）

　三浦市が実施する三浦海岸海水浴場賑わい創出企画運営業務委託に関する質問に対し、次のとおり回答し
ます。



7

仕様書
４　業務内容
（４）その他

オ

協賛社や協力社の企業ロゴ、または製品
ロゴ、イメージなどの露出の規定はある
のでしょうか。　　また協賛社の希望に
より製品の販売が行われた場合の売上は
協賛社、または受託者が享受することは
認められるでしょうか。

協賛について、現段階で市に規定はあ
りません。
なお、神奈川県の「海水浴場施設の占
用許可に係る審査基準」第３条第１項
によると、広告専用塔は占用許可は得
られないものと考えます。
特に設置物の露出についてはこの基準
を踏まえて、また、製品販売について
も、その内容に基づき可否を都度確
認、判断します。

8

仕様書
５　与件

（２）費用負担等
ア

「その他運営に係る経費」という表現が
曖昧で、どこまで受託者が負担するのか
不明確だと考えています。例えば、来場
者向けの仮設トイレの清掃費、ゴミ処理
費、救護設備の設置などは隣接する海水
浴場整備やマルシェの範疇のものも混在
すると考えています。具体的な区分や内
訳、あるいは按分するのか、などを予算
試算のため、市側で明示していただけま
すでしょうか。

「その他運営に係る経費」は、本業務
の提案に基づき行われる実施内容に係
る経費のことを指します。
提案対象エリア以外の海水浴場整備エ
リアやマルシェエリアの整備・運営に
ついては市が別途実施するものであ
り、本業務の受託者による費用負担は
ありません。例示いただいた仮設トイ
レの清掃、ごみ処理、救護設備の設置
については、海水浴場整備エリアの中
で市が設置・負担します。

9

仕様書
５　与件

（２）費用負担等
イ

本業務に係る備品等の置き場は、受託者
が用意することとする。とありますが、
市側で用意できる場所などがあれば共有
いただけますでしょうか。

現時点で用意を確約し、お示しできる
場所はありません。
なお、受託決定後、収納する備品等の
量や必要な広さをお示しいただいた上
で市に相談いただくことは可能です。

10 その他

会場設営に関して、市が所有する備品
（例：仮設トイレ、案内看板、ゴミ箱な
ど）を貸し出していただくことは可能で
すか？もし貸し出しが難しい場合、市と
して手配に協力していただくことはでき
ますか。

本業務とは別途市が整備する海水浴場
の中に仮設トイレ、案内看板、ごみ箱
を設置する予定であり、別途本業務で
設置する必要はありません。
ただし、仕様書中「４　業務内容
（３）広報・プロモーション業務　
イ」の業務等として案内看板等を別途
提案することは可能です。
また、市が所有する備品等の貸し出し
については、受託決定後相談いただく
ことは可能ですが、例示された３件に
ついては市で所有しておりません。

11 その他

本プロジェクトを成功させるために、市
が実施するものとして、特に力を入れた
い支援や施策はありますか？例えば、施
設整備や事業者とのマッチング、市の広
報協力など、どのような形での協力を検
討されていますでしょうか。

仕様書に記載した業務目的及び基本コ
ンセプトに係る取組は、いずれも市が
できうる限り注力し、受託者と連携し
て推進する考えです。


